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一般廃棄物処理施設の許可の取消し

一般廃棄物処理施設の構造、維持管理、許可を受けた者の能力が基準に適合していない場合などは、許可を
取り消すことができます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の２の２第２項

健康局健康推進部生活衛生課
(06-6208-9981)

同上

次の各号のいずれかに該当するとき
１　第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第八条の二第一項第一号若し
くは第八条の三に規定する技術上の基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する
計画若しくは維持管理に関する計画（これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のも
の）に適合していないと認めるとき。
２　第八条第一項の許可を受けた者の能力が第八条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適
合していないと認めるとき。
３　第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項の規定により当該許可に付した条件に違反したと
き。


